
〔平成17年8月29日資料〕   

3瑚舌習慣病対策の基本的な方向性  
～国民の健康づく りに対する意識の高まりを具体的な行動変容に  

結びつけるために～  

I 「予防」の重要性・効果の再認識  

～メタポリックシンドロームの概念を導入した対策の推進～  

O 「健康日本21」では、一次予防を重視した取組を推進してき   
たが、健康に関心のある人が自主的に行う健康づく りの支援にと   

どまらず、健康に関心のない人や、生活習慣病の「予備群」であ   

りながら自覚していない人に対し、「予防」の重要性や生涯にわ   

たる個人の健康や生活の質（QO L）の向上に資する効果を認識   
してもらうため、社会全体として支える環境整備が必要である。  

○ 平成17年4月に、日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本   
高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、   

日本血栓止血学会、日本内科学会の8学会合同で疾患概念と診断   
基準を示した「メタポリックシンドロー ム」は、内臓脂肪型肥満   

を共通の要因とした高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態であ   

り、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の   

発症リスクが大きく、内臓脂肪を減少することでそれらの発症リ   

スクの低減が図られるという考え方を基本としている。  

○ 実際に肥満者の多くが、糖尿病、高血圧症、高脂血症などの複   

数の危険因子を併せ持っていること、危険因子が重なるほど心疾   
患、脳血管疾患を発症する危険が増大すること、運動習慣の徹底   

と食生活の改善を中心とした生活習慣の改善により内臓脂肪を減   

少させることで高血糖、高血圧、高脂血といった危険因子のすべ   

てが改善することといった科学的根拠を踏まえれば、今後、メタ   

ポリックシンドロームの考え方を取り入れた生活習慣病対策を推   

進し、国民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図   

っていくことが有効と考えられる。  

なお、糖尿病、高血圧症、高脂血症などの中には、メタポリッ   

クシンドロームに整理されないものも含まれることに十分留意が   

必要であり、メタポリックシンドロームの予防のみを進めればい   

いということではなく、それぞれの病態に応じた対策も当然必要  
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となる。  

○ こうした観点から、メタポリックシンドロームの概念や生活習   

慣病予防の基本的な考え方等を国民に広く普及するポピュレーシ   
ョンアプローチを積極的に推進していく必要がある。  

○ また、従来、二次予防は「健診による早期発見と早期治療」と   

定義されることが多いが、健診は「疾病」の発見だけでなく、「リ   
スク」の発見のツールであることも再認識し 、メタポリックシン   

ドロームとしての生活習慣病には至っていない「予備群」を健診   

で早期に発見し、治療が必要となる状態に至る前に、保健指導を   

徹底し、生活習慣の改善を促すハイリスクアプローチをこれまで   
以上に充実強化させていく必要がある。  

○ さらに、生活習慣病の予防は、個人の健康度の改善や生活の質   

（QOL）の向上にとどまらず、国民の健康寿命の延伸や、さら   
に、特に若年期からの予防の徹底が医療費の適正化にもつながっ   
ていくことを、社会全体として積極的に評価していくべきである。  

Ⅱ 科学的根拠の不断の集積  

～エビデンスに基づく施策展開と事業の実績評価の推進～  

○ 最新の科学的知見を実際の健康づくり施策や保健事業に反映さ   
せていくため、国の役割として、生活習慣病に関する研究や調査   

の成果を専門家の力を借りてできる限り速やかに整理して、食事   

摂取基準や運動所要量といった形で提示し、それに基づく具体的   

施策を展開できるようにしていくとともに、新しい科学的知見を   
不断に集積し、必要に応じ適宜見直しを行っていくことが必要で   

ある。  

生活習慣病に関する研究については、平成17年度から5か年   

計画で開始した糖尿病に関する大規模戦略研究や、平成17年度   

から実施している疾病予防に関する研究等の成果を速やかに整理   
し、施策に活用していくことが重要である。  

○ 生活習慣病対策の企画立案、評価等の基礎となる国民健康・栄   

養調査その他の統計調査については、①現状の把握、②目標値の  
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設定、③事業の実績評価といった、効果的な施策を展開する上で  

重要である。こうした国における取組だけでなく、各都道府県に  

おいても、地域の健康課題を抽出した上で、都道府県健康増進計  

画に具体的目標を示し、地域全体の生活習慣病対策の進捗状況を  

定期的に評価していくためには、都道府県単位で実施されている  

健康・栄養調査等を充実させ、地域の状況を的確に把握・評価す  

る体制を整備していくことが必要である。  

Ⅲ 生活習慣改善の効果的なプログラムの開発と普及  

～ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの相乗効   

果～  

○ 生活習慣病の「予備群」の発症予防を徹底するためには、健康   

に関心のない人や予備群でありながら自覚していない人も含め、   

広く対象とするポピュレーションアプローチと、生活習慣病の「予   

備群」が治療を必要とする状態に陥る前に早期に発見し生活習慣   

の改善を促すハイリスクアプローチを適切に組み合せて対策を推   

進していくことが必要であり、これにより相乗効果が発揮できる。  

○ ハイリスクアプローチでは、健診は「疾病」の発見にとどまら   

ず予備群の「リスク」を早期に発見するためのツールであること   

と、健診後の保健指導に確実につなげ、生活習慣の改善を実現す   

るかが重要であることを再認識し、保健指導を中心に据えた一体   

的なサービスとして捉え直すことが必要である。特に、安易に投   

薬や治療に頼り、生活習慣が改善されず、不健全な生活習慣が維   

持されれば根本的な解決にはならないことを、広く国民に理解し   

てもらうことが必要である。  

○ また、生活習慣の改善については、「節食や楽しくない運動」   

といったっらいことというイメージではなく、「バランスの良い   

楽しい食事や日常生活の中での適度な運動」といった良い生活習   

慣は気持ちがいいという快適さや達成感をいかに実感してもらう   

かが重要である。また、生活習慣を改善したいと思った者が無理   

なく、身近で、継続して取り組むことができる環境整備として、   

例えば、インターネット等のITの活用などによる職域等での身   

近な支援方策、地域における住民の主体的な取組の支援手法など  
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を含めた各種のプログラムを確立し普及を図っていくべきである。  

Ⅳ 個人の取組を社会全体で支えるための責任・役割の明確化  

～都道府県の役割強化と産業界も含めた関係者との連携促進～  

○ 個人の健康の実現のための一人一人の主体的な取組を社会全体   

で支援していくためには、多様な関係者の連携が重要であること   

はこれまでも指摘されてきたが、現実には必ずしも十分に連携が   

図られているとは言い難い。具体的に連携を進めていくためには、   

まず、関係者それぞれの責任・役割分担を明確にした上で、役割   

分担に基づいた具体的な施策ごとの連携方策を検討していかなけ   

れば、責任を譲り合う、又はそれぞれができる部分のみ対応する   

といった体制に陥ってしまうおそれがある。  

○ 特に、ハイリスクアプローチについては、健診や保健指導を老   

人保健法、医療保険各法、労働安全衛生法などそれぞれの法律に   

基づき、市町村、医療保険者、事業者等がそれぞれ実施している   

ことから、各実施主体の責任と役割分担を明確にすることが必要   

である。  

また、今後は、未受診者の把握、保健指導の徹底、医療費適正   

化効果まで含めたデータの分析・評価といった観点から、医療保   

険者による保健事業の取組強化を図っていくことが必要である。  

さらに、こう した多数の関係者間の役割分担と連携を進めてい   

くためには、各関係者の協議の場を設け、総合調整を行う主体と   

しての都道府県の役割が重要であり、都道府県の生活習慣病対策   

における役割強化が必要である。  

○ また、今後需要の増大が見込まれる保健指導の質と量双方の確   

保のためには、個々人のニーズに対応した専門的な保健指導を担   

える質の高い人材の確保、身近で効果的な保健指導を受けられる   

「場」の整備、そして、楽しみながら継続できるプログラムの開   

発が不可欠であり、こうした観点からは、行政の取組だけではな   

く、NP Oや民間企業等のより積極的な取組が期待される。  
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4 今後の生活習慣病対策におサる具体的な対応方針  

○ 上記の基本的な方向性を踏まえ、具体的には以下のような対策を   

推進していく必要がある。なお、今後、「健康日本21」中間評価   

の作業の進捗状況を踏まえ、必要に応じ、具体的な対応を更に検討   

していくことが求められる。  

Ⅰ 健康づくりの国民運動化（ポピュレーションアプローチ）  

○ メタポリックシンドロームの概念や生活習慣病予防の基本的な   
考え方等を国民に広く普及し、生活習慣の改善、行動変容に向け   

た個人の努力を社会全体として支援する環境整備を進める。  

（1）メタポリツウシンドロー ムの概念の普及定着  

メタポリックシンドロームは、それぞれの病態が別々に進行   

するのではなく、「ひとつの氷山から水面上に出たいくつかの   
山」のような状態であり、投薬だけでは「氷山のひとつの山を   

削る」だけであることから、根本的には運動習慣の徹底と食生   

活の改善などの生活習慣の改善により「氷山全体を縮′卜する」   

ことが必要である。  

安易に薬に頼るのではなく運動習慣の徹底と食生活の改善が   

基本といった考え方を国民に広く普及するとともに、生活習慣   
改善の達成感や快適さを実感し、「バランスの良い楽しい食事   

や日常生活の中での適度な運動」といった良い生活習慣は気持   

ちがいいものということを再認識し 、継続した取組を支援する   

環境整備が重要である。  

また、具体的な施策展開に当たっては、肥満者の割合の高い   

30歳代から40歳代の男性や、喫煙率が高く、やせ過ぎの割   

合も高い20歳代の女性など、子育て世代でもあるこれらの世   

代をターゲットにした対応が重要である。  

（2）「健康日本21」の代表目標項目の選定  

生活習慣病予防のためには日常生活において具体的に何に取   

り組めばいいのか、といったことを国民にわかりやすい形で示   

すためにも、「健康日本21」の9分野70項目の目標の中か   

ら選定した21の代表目標項目（別添2参照）を普及啓発に積   

極的に活用することが必要であり、各都道府県が策定する健康  
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ノ増進計画にも、地域の実情を踏まえつつ、これら21項目に係  

る具体的目標値を設定すべきである。  

なお、「健康日本21」の現行70項目の目標については、  

喫煙率低減などの新たな目標の設定が必要といった意見もあっ  

たことから、今後の中間評価作業の進捗を踏まえ、目標の追加  

等についても検討が必要であり、その結果に応じ、代表目標項  

目について追加等の検討も行うべきである。  

（3）具体的な施策プログラムの提示  

～「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」～  

①身体活動・運動施策（「エクササイズガイド（仮称）」の策定、   

普及、活用等）  

身体活動・運動施策における科学的な根拠として平成元年   

に策定された運動所要量については、策定後長期間経過して   
おり、最新の科学的知見に基づき見直しを行うべきである。  

日常生活における歩数は男女とも減少しており、また、高   

齢者以外では運動習慣者の割合も増加していないといった現   

状を踏まえ、平成5年に策定された運動指針を見直し、単に   
「歩数を増やす」というだけでなく、ライフスタイルに応じ、   

運動不足の解消を目指した具体的な実践方法等をわかりやす   

く示した「エクササイズガイド（仮称）」を策定し、フィッ   

トネス業界等の産業界や運動関連団体等を通じ、地域や職場   
を通じた普及活用を進めることが必要である。  

また、健康運動指導士などの運動指導の専門家については、   

質の向上を図りつつ、多様な養成形態を認めるとともに、そ   

の定着の促進を図ることが必要である。保健師、管理栄養士   

等も運動指導に関する知識・技術の習得が求められる。  

②栄養施策（「食事バランスガイド」の普及、活用等）  

栄養施策における科学的な根拠としての食事摂取基準は5   

年ごとに見直しを行うこととしており、平成17年度から5   

年間使用する「日本人の食事摂取基準（2005年版）」が既に   
策定されているが、この中で、新たな指標として、生活習慣   

病予防の観点から増やすべき又は減らすべき栄養素について、   

それぞれ当面の目標とすべき摂取量を「目標量」として示し   
たところであり、栄養指導等の現場において、その活用が望   

まれる。  
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また、中高年男性の肥満者の割合の増加、野菜摂取量の不  

足、若年者の朝食欠食習慣者の増加などの現状を踏まえ、食  

生活指針を具体的な行動に結びつけるために、「何を」「どれ  
だけ」食べればよいかをわかりやすく示した「食事バランス  

ガイド」を策定したところである。  

これを生活習慣病予防の観点から、食品選択の場で積極的  

に活用していくことが重要であり、中高年男性の肥満者、単  

身者、子育てを担う世代といった対象をターゲットに、ファ  

ミリ 

ビニエンスストア等の食品関連産業における情報提供や商品  

間発を進めるとともに、地方公共団体、食品関連産業関係者、  

農林漁業関係者、管理栄養士・栄養士等の専門家、食生活改  

善推進員等が連携し、地域や職場を通じた普及啓発活動を進  

めることが必要である。  

さらに、食育基本法が制定されたところであり、食育の国  

民運動としての展開の中で、「食事バランスガイド」の普及  

・活用等を一層図っていくことが必要である。  

③たばこ対策（禁煙支援マニュアルの策定、普及、活用等）  

たばこ対策については、本年2月に、たばこの規制に関す   

る世界保健機関枠組条約が発効したことを踏まえ、関係省庁   
の密接な連携の下にたばこ対策を促進するため、たばこ対策   

関係省庁連絡会議を設け、たばこ対策の充実強化を図るため   

の体制整備を行ったところである。  

たばこ対策に関しては、部会の議論の中で、①喫煙率の低   

下についての数値目標を設定すべき、②未成年者の喫煙防止   

対策として自動販売機の規制を大幅に強化すべき、③受動喫   
煙防止対策の取組が遅れている施設について積極的に対策を   

推進すべき、④受動喫煙防止対策の推進に向け、公共の場の   

禁煙・分煙の状況の調査を進めるべき、⑤たばこの価格又は   

税を引き上げ、その財源を生活習慣病予防対策に充当するこ   
とを検討してはどうか、といった意見が出された。  

また、本年5月の世界禁煙デー記念シンポジウムにおける   

パネル討論においても、日本医師会、日本歯科医師会、日本   

薬剤師会、日本看護協会により同様の内容の決議文がとりま   

とめられている。  

こうした意見については、関係省庁が十分に連携し、検討、   

さらには取組を進めていくことが必要である。また、特に喫  
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煙率が高い20歳代から30歳代の女性を中心に禁煙の意思  

を有する者の自主的な禁煙の試みを積極的に支援するため、  

禁煙を支援するマニュアルを策定し、その普及、活用を進め  

るとともに、喫煙率の低下についての新たな数値目標の設定  

の検討も含め、国民全体の喫煙率の低下を目指すべきである。  
なお、平成14年12月25日の厚生科学審議会意見具申  

「今後のたばこ対策の基本的な考え方について」では、「国  

民の健康増進の観点から、今後、たばこ対策に一層取り組む  

ことにより、喫煙率を引き下げ、たばこの消費を抑制し、国  

民の健康に与える悪影響を低減させていくことが必要である」  

と指摘されている。  

（4）民間企業等の産業界も巻き込んだ国民運動の戦略的展開  

「健康日本21」は、平成12年より国民運動として推進し   
てきたが、N P Oや民間企業等との連携が必ずしも十分とは言   

えない面があったことは否定できない。  

国民運動として生活習慣病対策を推進していくためには、地   

域住民に対するポピュレーションアプローチの中心的な役割を   

市町村が果たす必要があるが、行政や外郭団体による取組だけ   

でなく、民間企業等の産業界が「エクササイズガイド（仮称）」   

や「食事バランスガイド」等を広く普及、活用するとともに、   

健康づくりに資する商品やサービスを積極的に開発、提供して   
いくことが重要である。既に、スーパーマーケット、コンビニ   

エンスストアやファミリーレストラン等の食品関連産業やフィ   

ットネス業界、健康関連機器業界などにおいて、健康づくりの   

観点からの情報提供や商品・サービスの開発も広がりつつあり、   

こうした民間企業等の産業界の自主的な取組との一層の連携が   

不可欠である。  

また、運動指導、栄養指導などがそれぞればらばらに行われ   

るのではなく、例えば、フィットネスクラブにおいて、運動指   

導だけでなく、管理栄養士等による栄養指導も併せて行われる   

体制を整備していくなど、個人の生活習慣の改善に向けた取組   

を総合的に支援する体制の整備も期待される。  
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Ⅱ 網羅的■体系的な保健サービスの推進（ハイリスクアプローチ）  

○ ハイリスクアプローチの徹底に向け、以下に示すメタポリッ   

クシンドロームの概念に基づく健診・保健指導プログラムの導   

入や若年期からの健診・保健指導の徹底など、健診・保健指導   

の基本的な在り方については、今後、更にその具体的な内容の   

検討を進め、最終的には健康増進法に基づく健診指針の形で、   

各健康増進事業実施者の共通的な事項として明確に位置付ける   

べきである。（詳細については、別添3参照）  

（1）メタポリッウシンドロームの概念に基づく健診・保健指導の   

導入  

ハイリスク者の「予防」を徹底していくためには、糖尿病、   
高血圧症、高脂血症等には至っていない境界領域期の「予備群」   

を重点的な対象として、生活習慣改善の必要性が高い者を健診   

によって効率的かつ確実に抽出するとともに、投薬や治療の前   

に、運動習慣の徹底や食生活の改善等の生活習慣の改善の取組   

を重点的に支援していくための効果的な保健指導を徹底し、健   

診と保健指導を連続した一体的なものとして提供していくこと   

が必要である。  

このため、健診・保健指導について、メタポリックシンドロ   

ームの概念に基づき 、生活習慣の改善支援という観点から一体   

のものとして捉え直した上で、保健指導を中心たその徹底を図   

っていくべきである。  

（2）若年期からの健診・保健指導の徹底  

現行の老人保健事業の対象者は40歳以上の者とされている   

が、30歳代の3割が肥満であるといった現状を踏まえれば、   

メタポリックシンドロー ムの「予備群」に対する健診・保健指   

導の観点からは、40歳未満のより若年期からの対応が必要と   

考えられる。  

平成16年10月にとりまとめられた老人保健事業の見直し   

に関する検討会の中間報告においても、 「近年、若い世代にお   

いても肥満や動脈硬化等が増加している」ことや、「より若い   

世代から望ましい生活習慣を身につけるための施策の強化が求   

められるようになった」ことなどから、40歳未満の者の生活  
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習慣病予防対策について、「今後はこれらの者に対して事業（サ  

ービス）を受ける機会を確保する新たな枠組みの整備が必要で  

ある」とされている。  

今後、後述する医療保険者による保健事業の取組強化とそれ  

を踏まえた老人保健事業の見直しを検討する中で、40歳未満  
の者●に対する健診・保健指導の在り方についても併せて検討す  

べきである。  

（3）健診機会の重層化と保健指導の階層化  

（本日の議題（1）「生活習慣病健診・保健指導の在り方に関  

する検討会中間とりまとめ（案）について」での御議論を踏  

まえ、記述。）  

（4）保健指導プログラムの標準化  

（本日の議題（1）「生活習慣病健診・保健指導の在り方に関  
する検討会中間とりまとめ（案）について」での御議論を踏  
まえ、記述。）  

（5）健診項目の重点化、精度管理の徹底等  

健診については、具体的な検査項目が制度間、実施主体間で   

異なるとともに、ライフステージや個人の健康課題に必ずしも   

対応していないのではないか、精度管理が徹底されていないの   

ではないかといった課題が指摘されている。  

こうした課題に対応するため、最新の科学的知見を具体的な   

健診事業に結びつける観点から、健診項目の重点化、精度管理   

の在り方等について、平成17年度から実施している「疾病の   

早期発見と対策に関する研究」の成果をできる限り速やかに整   

理し、それを踏まえた取組を進めていくことが必要である。  
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Ⅲ 糖尿病・循環器病対策  

○ 糖尿病・循環器病対策については、これまで述べてきたメタポ   

リ ックシンドロー ムの予防のための施策により生活習慣の改善を   

徹底することが基本であり、ポピュレーションアプローチとして   

の運動施策、栄養施策等の推進や、ハイリスクアプローチとして   

の健診・保健指導の徹底等が重要である。また、糖尿病・循環器   

病は、歯周病等歯科疾患との関連も深いと言われていることから、   

メタポリックシンドロームの予防のための施策の一環として、歯   

周病予防についても取り組むことが重要である。  

○ しかし、糖尿病・循環器病対策としては、こうした発症予防の   

取組だけでなく、診断・治療までを含めた総合的な対応も重要で   

ある。こうした観点から、これまで健康科学総合研究事業、循環   

器疾患等総合研究事業でそれぞれ進められてきた生活習慣病対策   

に係る研究事業を統合し、生活習慣病対策に必要な科学的知見の   

構築、革新的な生活習慣病予防法の開発等を総合的に実施する「循   

環器疾患等生活習慣病対策総合研究（仮称）」を創設することと   

し、特に糖尿病対策については、大規模な戦略研究を平成17年   

度から5年間実施することとしているところであり、これらの成   

果を速やかに予防や診断・治療に活用していくことが重要である。  

○ 糖尿病対策については、現在、日本医師会、日本糖尿病学会及   

び日本糖尿病協会の三者により、糖尿病の発症予防、合併症防止   

等の糖尿病対策をより一層推進するため、「糖尿病対策推進会議」   

が設置されているほか、日本栄養士会においては、糖尿病の予防   

活動に重点を置いた活動を行うため、47の都道府県栄養士会に   

「栄養ケアステーション」を設置することとしている。また、日   

本歯科医師会においては、糖尿病等の生活習慣病と歯周病との関   

わり等についての普及啓発を行っている。  

こうした関係団体等の取組を踏まえ、官民一体となった糖尿病   

対策を推進していくべきである。  
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Ⅳ がん対策  

○ 生活習慣病は、平成8年の公衆衛生審議会意見具申において、   

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発   

症・進行に関与する疾患群」と定義されたが、発症や疾病の進行   
を防ぐためには生活習慣の改善を図ることが重要な糖尿病、心疾   

患、脳血管疾患に対し、がんは、喫煙等の不健康な生活習慣が発   

症の確率を高めはするものの、遺伝要因、病原体等の外部環境要   

因も発症に大きく関わるほか、発見された場合には直ちに手術や   

化学療法などの適切な治療を開始することが必要となる。したが   
って、がんについては、メタポリックシンドローム等の生活習慣   

病とは分けて対策を考えることが必要である。  

したがって、禁煙支援等の発症予防や早期発見のためのがん検   
診の充実等のがん予防対策は、治療や緩和ケアまで含めた、がん   

の病態に応じた総合的な対策全体の中で考えられるべきである。  

○ こうした観点から、平成17年5月に厚生労働大臣を本部長と   

して設置された「がん対策推進本部」では、がんの臨床研究の推   

進、がん医療水準の均てん化、がん登録の在り方などを含めた総   

合的ながん対策について省横断的に検討されているところである。  

○ このうち、がん医療水準の均てん化については、厚生労働大臣   

の懇談会として琴置された「がん医療水準均てん化の推進に関す   

る検討会」において平成17年4月に報告書がとりまとめられた   

ところであり、この報告書を踏まえ、全国どこでもがんの標準的   

な専門医療が受けられるように、地域がん診療拠点病院（仮称）   

の機能強化と地域の医療機関との診療連携の促進やがん専門医等   
のがん医療専門スタッフの育成など、具体的な取組が平成18年   

度から進められることとなっている。  

○ がん検診については、都道府県ごとの受診率の格差が非常に大   

きい状況をどう評価すればよいのか、地方分権の下で地方の自主   
性に委ねるしかないということでは済まないのではないかとの意   

見が本部会での議論の中で表明されたことについては、「がん対   

策推進本部」での今後の検討に反映されるべきである。  
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Ⅴ 生活習慣病対策の推進体制  

○ 生活習慣病対策を今後より一層推進していくためには、国、都   

道府県、市町村、医療保険者、民間事業者等のそれぞれの役割を   

明確化し、その上で具体的な施策ごとに連携を進めていくことが   

重要である。  

その上で、特に都道府県が、健康づく り施策の総合的な企画立   

案を行うとともに、医療保険者や市町村等の関係者間の総合調整   

を積極的に図っていくことが、地域の実情を踏まえた総合的な生   

活習慣病対策の推進にとって不可欠である。  

（1）生活習慣病対策の推進に向けた関係者の責務と役割  

生活習慣病対策の推進に当たり、各関係者のそれぞれの役割  

を整理すると以下の通りであり、これを基本に、それぞれの具   

体的な役割を改めて整理していくことが必要である。   

①国  

国は、調査研究により科学的根拠を分析・整理し、その成  

果を科学的根拠に基づく効果的なプログラムとして示してい  

く とともに、ポピュレーションアプローチ、ハイリスクアプ  

ローチを含めた総合的な生活習慣病対策の基本的な方向性や  

具体的な戦略、枠組みを示すことが求められる。   

②都道府県  

都道府県は、都道府県健康増進計画の策定を通じ、健康づ  

く り施策の総合的な企画立案を行うとともに、医療保険者、  

市町村等の関係者の役割分担と連携促進のための総合調整機  

能を果たすことが求められる。   

③市町村  

市町村は、住民に最も身近な行政機関として健康づく り施  

策を総合的に推進するとともに、特にポピュレーションアプ  

ローチの推進の中心的な役割を果たすことが求められる。   

④医療保険者  

医療保険者は、保健事業への取組を一層強化することが求  

められる。具体的には、被用者保険の被保険者本人について、  

労働安全衛生法の事業者と連携しつつ、保健事業を実施して  

いく とともに、これまで取組が必ずしも十分でなかった被用  

者保険の被扶養者及び国民健康保険の被保険者についての取  

組を充実していくことが必要である。  
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⑤民間事業者  

科学的根拠に基づく正しい情報提供を推進するほか、企業  

間競争の中で、国民にとって魅力ある安全で効果的な商品・  

サービスの開発、提供が求められる。  

（2）医療保険者による保健事業の取組強化   

・健診受診率は、各都道府県ごとに大きなばらつきがあるとと  

もに、被用者保険者の被保険者本人が全国平均で7～8割程  

度であるのに対し、被扶養者や自営業者については5割程度  

にとどまっている。   

・被用者保険の被保険者本人については、労働安全衛生法に基  

づく事業者の健診等又は医療保険者による保健事業が提供さ  

れているが、今後は、健診だけでなく、特にこれまで必ずし  

も十分には行われてこなかった保健指導について、より積極  

的な取組が必要である。   

・被用者保険の被扶養者及び自営業者等については、これまで  

主に老人保健事業の実施主体である市町村が健診等の実施の  

役割を担ってきたが、医療保険者にも被扶養者及び被保険者  

に対する健康診査等の保健事業の実施の努力義務が法律上課  

されている。一方、老人保健法には他法優先の規定があるた  

め、医療保険者が被扶養者等に対し保健事業を実施する場合  

には、老人保健法に基づく市町村による健診等は行わないこ  

ととなるため、両者の責任・役割分担が不明確となり、未受  

診者の把握や受診勧奨の徹底が必ずしも十分には行われてこ  

なかった。   

・今後は、未受診者の把握、保健指導の徹底、医療費適正化効  

果まで含めたデータの分析・評価といった観点から、医療保  

険者による保健事業の取組強化を図っていくことが必要であ  

る。医療保険者による保健事業の取組強化の内容やそれを踏  

まえた老人保健事業の見直しについては、健診の対象年齢の  

拡大の検討とも併せて、更に検討を進めるべきである。  

（3）健康づくりに関する都道府県の総合調整機能の強化と都道府   

県健康増進計画の見直し   

・都道府県は、都道府県健康増進計画の策定を通じ、総合的な  

健康づくり施策の企画立案を行うことが求められる。   

・また、医療保険者と市町村等の役割分担を明確にした上で、  

連携を一層促進していくためには、これらの関係者間の総合  
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調整を図る者の役割が重要であり、特に職域（事業者等の労  

働安全衛生関係者や健康保険組合等の医療保険者等）との調  

整を考えれば、市町村がこれらの主体とそれぞれ調整するこ  

とは困難であり、この役割を担うのは都道府県が最も適当で  

ある。  

・医療保険者間の連携については、現在、各都道府県で保険者  

協議会の設置が進められており、本年8月10日現在、既に  

30道府県において設置されている。  

こうした保険者協議会における医療保険者間の連携を踏まえ、  

さらに地域保健（市町村）や事業者等も含めた地域・職域の  

連携を推進する観点から、各都道府県において地域・職域連  

携推進協議会の設置が進められており、国としても、17年  

度から2か年で全国に設置されるよう支援していくこととな  

っている。  

・今後は、都道府県が中心となって、これらの協議組織を活用  

し、医療保険者、市町村等の関係者が協議した上で、共通の  

目標の下、それぞれの実施主体の事業内容や事業量を明確化  

するとともに、具体的な連携事業を推進していくことが必要  

である。  

このため、健康増進法に基づく都道府県健康増進計画を見直  

し、  

①「健康日本21」の代表目標項目のほか、メタポリックシ  

ンドロ ームの概念に対応した目標項目について、地域の実  

情を踏まえ、職域を含めた具体的な数値目標の設定  

②医療保険者、市町村等の関係者の具体的役割分担と連携促  

進のための都道府県の総合調整機能の強化  

③各主体の取組の進捗状況や目標の達成度の評価の徹底  

といった観点から、関係者が一体となった取組を進めていく  

ことが必要である。（詳細については、別添4参照）  

・都道府県におけるこうした取組を支援する観点から、国は、  

都道府県健康増進計画改定ガイドラインを策定するほか、各  

地域の実情に応じた具体的な目標値設定のための現状把握や  

評価に資するよう、都道府県健康・栄養調査マニュアルを提  

示することが期待される。  

・今後、計画改定ガイドラインの策定等に当たっては、実績と  

しての都道府県間の地域格差をどう評価するかについて更に  

検討するとともに、医療計画や介護保険事業支援計画との連  

携を図る観点から、計画に位置付ける目標・指標の具体的項  
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目について検討を進めるべきである。  

・以上のような、都道府県の総合調整機能の強化と都道府県健  

康増進計画の見直しについては、直ちにすべての都道府県に  

実施を求めるのは困難であることから、まずは、幾つかの都  

道府県において、メタポリックシンドロームの概念に基づく  

健診・ 保健指導の導入と併せて見直しに着手し、それらの評  

価を踏まえて、全国的な展開を進めていくことが望ましい。  

・都道府県の総合調整の下で策定された都道府県健康増進計画  

に基づき、医療保険者、市町村、事業者等の各健康増進事業  

実施者はそれぞれの実施計画を策定し、計画的な事業展開を  

行っていく ことが望まれるが、市町村については、こうした  

実施計画が市町村健康増進計画として位置付けられることに  

なると考えられる。しかし、基礎となる統計データの把握や  

特有の健康課題の抽出を市町村が単独で行うことが困難な場  

合があることから、都道府県又は保健所は、こうした市町村  

に対し、専門的かつ技術的な支援をより積極的に実施するこ  

とが求められる。  

（4）民間事業者へのアウトソーシング  

（本日の議題（1）「生活習慣病健診・保健指導の在り方に関  

する検討会中間とりまとめ（案）について」での御議論を踏  

まえ、記述。）  

（5）保健サービスのアウトカム評価の実施  

保健サービスの質を評価する上で、その効果を見るために  

は単年度の結果では判断できず、継続的なデータの蓄積とそ  

の分析が必要になる。例えば、現在、国保ヘルスアップモデ  

ル事業などにおいて、3年程度の事業実績の効果を評価する  

取組が進められつつあるが、現在各都道府県単位で設置が進  

められている保険者協議会における医療費の分析評価などの  

実施状況も踏まえつつ、保健サービスのアウトカム評価の在  

り方について更に検討を進めるべきである。  
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（6）市町村の保健師、管理栄養士等の役割  

市町村の保健師、管理栄養士等については、民間事業者のア  

ウトソーシングの状況や、介護予防、児童虐待などの他の業務  

との関係などを踏まえつつ、今後、健康づくり施策における企  

画・調整・評価等の業務に重点を置いていく方向で体制強化を  

図ることが必要であり、ポピュレーションアプローチ、 ハイリ  

スクアプローチそれぞれにおける市町村の保健師等の役割につ  

いて検討していくことが必要である。  

5 最後に  

○ 以上述べたように、今後の生活習慣病対策の推進については、メ   

タポリックシンドロームの概念を導入し、「健康づく りの国民運動   

化」としてのポピュレーションアプローチの推進とともに、「網羅   

的・体系的な保健サービスの推進」としてのハイリスクアプローチ   

の徹底のため、科学的根拠に基づく効果的なプログラムの開発・普   

及や関係者間の具体的役割分担と連携促進などを因っていくことが   

必要である。  

○ 現時点で残された主な検討課題としては、①「健康日本21」の   

中間評価、②医療保険者による保健事業の取組強化の具体的な内容   

とそれを踏まえた老人保健事業の見直し、③健康チェックと詳細な   
健診の具体的な内容、④保健指導プログラムの標準化、⑤民間事業   

者へのアウトソーシングの在り方、⑥メタポリックシンドロームの   

概念に対応した指標の設定などが挙げられるが、これらはいずれも   

今後の生活習慣病対策を進めるに当たっての鍵となるものであり、   

引き続き精力的な検討を進めていくべきである。  
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（参考）これまでの部会における検討経緯  

○第8回   平成16年10月18日  
・第7回以降の地域保健・健康増進栄養施策について  

・「健康日本21」の中間評価の進め方について  

○第9回   平成16年11月25日  
二次予防（健診及び事後指導）について  

○第10回   平成16年12月20日  
・一次予防施策－「健康日本21」の中間評価一について  

①栄養・食生活、②身体活動・運動、③休養・こころの健康、  

④歯の健康  

○第11回   平成17年 2月21日  
・一次予防施策－「健康日本21」の中間評価一について  

⑤たばこ、⑥アルコール、⑦糖尿病、⑧循環器病、⑨がん   

○第12回   平成17年 3月24日  
・生活習慣病対策の推進体制について   

○第13回   平成17年 4月21日  
これまでの議論の整理について  

・健康日本21中間評価作業チームによる暫定総合評価について  

・生活習慣病対策の総合的な推進について  

・健康日本21中間評価におけるデータ分析（たばこ）について  

・平成15年国民健康・栄養調査結果の速報について  

・がん医療水準均てん化の推進に関する検討会報告について   

○第14回   平成17年 6月 3日  
・地域保健対策検討会中間報告について  

これまでの議論の整理（改訂版）  

・平成17年度「禁煙週間」の実施について  

r「健康食晶」について   

○第15回   平成17年 7月11日  
・「健康日本21」代表目標項目の選定について  

・食育基本法の成立について  

・「食事バランスガイド」について  

・「運動所要量・運動指針の策定検討会」の設置について  

これまでの議論の整理（確定版）  

○第16回   平成17年 7月29日  
・「健康日本21」代表目標項目について  

これまでの議論を踏まえた中間とりまとめの骨格について  

・生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会について  

・都道府県健康増進計画の見直しの方向性について  
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